
　
　
　
第
七
巻
　
研
究
　
溝
朝
秘
期
の
纒
爾
問
題

　
以
上
は
歴
史
家
の
馬
験
に
甥
し
極
め
て
理
解
の
乏
し
い

私
が
散
て
自
ら
端
ら
す
、
歴
史
の
認
識
に
就
い
て
喜
べ
る

所
を
極
簡
軍
に
要
領
の
み
記
し
だ
も
の
で
あ
る
○
其
道
の

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
二
　
（
四
二
）

識
者
か
ら
の
敏
に
依
っ
て
蒙
を
啓
か
る
、
機
縁
こ
も
な
る

な
ら
ば
望
外
の
幸
幅
ご
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
っ
（
十
、
十

一、

¥
二
）

清
朝
初
期
の
縫
嗣
問
題

文
學
博
士
内
藤
虎
次
郎

　
こ
、
に
清
朝
初
期
ご
い
ふ
は
、
太
組
、
太
宗
二
代
よ
り
世

租
の
立
て
る
頃
ま
で
の
間
を
指
す
。
清
朝
に
て
康
煕
以
後
、

皇
太
子
を
建
て
す
し
て
、
皇
帝
が
其
の
纏
嗣
埋
る
べ
き
入

を
黙
適
し
、
密
書
秘
絨
し
て
、
之
を
宮
中
の
正
大
光
明
の

額
の
後
に
藏
す
る
こ
ご
、
し
た
る
は
、
異
常
な
る
制
度
ご

せ
ら
る
、
所
な
る
が
、
其
の
初
期
に
於
け
る
三
奪
佛
等
の

制
度
も
亦
實
に
奇
異
の
至
り
な
れ
ば
、
實
録
其
他
正
確
な

る
奥
料
に
よ
り
て
、
試
み
に
此
身
を
草
す
る
こ
ご
、
し
た

る
な
う
。

　
實
鎌
に
て
は
清
朝
の
租
を
肇
祖
、
諜
は
都
督
孟
特
穆
こ

す
れ
こ
も
、
こ
は
明
人
、
若
く
は
朝
鮮
人
の
記
す
る
所
に

よ
れ
ば
、
総
州
衛
の
酋
長
猛
寄
帖
木
兇
の
こ
ご
を
誤
り
傳

へ
た
る
の
み
な
ら
す
、
猛
寄
帖
木
児
は
、
叉
た
修
佳
江

噸
離
鷺
饗
る
薪
部
の
租
に
し
て
、
覇
の

租
に
あ
ら
ざ
る
疑
あ
り
。
さ
れ
ば
興
組
、
誰
は
都
督
鵡

満
以
前
の
事
は
、
信
線
す
る
に
足
ら
ざ
れ
ざ
も
、
興
租
の

　
　
　
　
　
　
（
2
）

父
を
錫
寳
齋
篇
章
こ
い
ひ
、
肇
租
の
事
た
る
親
善
の
末
子

に
し
て
、
租
居
の
地
た
る
黒
圖
阿
劇
に
居
り
し
を
見
れ
ば



蒙
古
其
他
の
種
族
の
如
く
、
少
子
相
績
の
制
あ
り
し
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

似
た
れ
ざ
も
、
興
租
の
様
子
、
郎
ち
寧
古
塔
貝
勤
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
、
第
四
子
た
る
景
組
誰
は
畳
嘉
暦
が
祀
墓
の
黒
圖
阿
剛

に
居
り
、
他
の
五
人
は
分
れ
て
附
近
地
方
に
居
）
、
景
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
り
D
）

の
五
子
中
、
第
四
子
た
る
単
語
誰
は
塔
克
世
は
、
叉
前
半
の

黒
蓋
欝
欝
に
住
せ
し
を
見
れ
ば
、
強
ち
少
子
相
績
制
ご
も

断
じ
難
し
。
景
租
の
子
に
て
は
、
長
子
淀
る
禮
敦
巴
圖
魯

尤
も
英
勇
な
り
し
ご
實
録
に
見
ゆ
れ
ざ
も
、
其
の
子
孫
が

宗
家
た
り
し
に
も
あ
ら
す
。
太
租
は
顯
租
の
長
子
な
り
し

が
、
纏
母
の
愛
な
か
り
し
が
爲
に
、
十
九
歳
に
し
て
別
居

し
、
産
を
受
く
る
こ
ざ
も
薄
か
り
し
ご
い
へ
り
。
さ
れ
ば

此
の
時
代
に
於
て
、
纏
嗣
に
關
す
る
定
制
の
認
む
べ
き
な

か
り
し
な
り
。

　
太
組
は
一
代
に
大
な
る
版
圖
を
拓
き
、
東
は
朝
鮮
に
界

し
、
北
は
着
林
よ
b
今
の
露
領
洛
海
州
に
及
び
、
南
は
族

順
を
監
し
、
西
は
遼
河
を
鍮
え
て
、
一
た
び
は
寧
遽
に
達

せ
し
こ
ε
あ
り
Q
此
の
如
く
大
國
を
成
せ
し
こ
ε
は
、
其

　
　
　
第
七
巻
　
　
研
　
究
　
　
済
朝
初
期
の
綴
鵬
問
題

の
死
後
、
糧
嗣
を
定
む
る
の
必
要
を
來
せ
し
所
以
な
る
こ

ご
、
蒙
古
に
於
て
成
吉
斯
汗
の
死
後
、
其
の
國
俗
に
よ
り

て
、
遺
産
分
配
の
事
は
已
に
定
ま
り
、
嫡
妻
た
る
牽
兇
帖

の
少
子
施
用
が
最
も
多
く
之
を
受
け
だ
る
に
拘
ら
す
、
其

の
全
即
製
の
主
こ
し
て
、
更
に
ク
ソ
ル
タ
イ
の
決
定
を
要

せ
し
が
如
く
な
り
し
な
り
。
太
租
の
妻
妾
は
数
人
あ
り

て
、
其
の
生
め
る
子
は
左
の
如
く
な
り
き
。

瓢
無
職

難
金
纂
氏
｛
麟
繰

　
孝
慈
高
皇
后
三
三
旧
劇
氏
　
皇
太
極
（
太
宗
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
濟
絡
（
英
親
王
）

大
幅
金
剛
呉
納
劇
氏

多
爾
衰
（
容
親
王
）

多
　
　
鐸
（
豫
親
王
）

こ
の
外
側
妃
庶
妃
生
む
所
⊥
ハ
子
略
す
。

　
　
　
　
　
第
　
一
號
　
　
　
四
三
　
（
四
三
）



　
　
　
第
七
糧
　
　
研
　
究
　
　
漕
朝
秘
期
の
綴
嗣
問
題

　
此
の
中
長
子
祷
燕
、
謀
叛
の
罪
あ
り
ご
て
殺
さ
れ
た
る

が
、
太
租
の
生
存
中
よ
り
、
毎
月
交
る
一
當
直
し
て
、

國
政
を
視
た
る
人
々
、
一
族
中
に
四
人
あ
り
き
。
部
ち
大

貝
勒
代
善
、
二
貝
勒
阿
敏
、
三
智
勒
蒙
古
爾
泰
、
及
び
四

貝
勒
皇
太
極
な
う
。
此
四
人
は
皆
太
租
の
天
命
元
年
に
封

ぜ
ら
れ
て
和
碩
貝
勒
ご
な
り
し
な
う
。
こ
の
内
三
人
は
立

言
の
子
な
れ
ざ
も
、
ひ
ε
り
阿
敏
の
み
は
太
租
の
同
母
弟

寄
爾
陰
齊
の
子
な
り
。
太
租
漏
壷
及
び
宗
室
王
公
表
傳
に

よ
れ
ば
、
岱
爾
方
面
は
辛
亥
の
歳
礪
馨
に
死
し
た
る
が

置ハ

ﾌ
諸
子
中
附
敏
の
外
に
も
、
鄭
親
王
山
面
恰
朗
の
若
き

は
、
後
に
容
親
王
ピ
共
に
順
治
の
初
年
に
政
を
輔
け
把
れ

ば
、
一
族
中
重
要
な
る
地
位
に
在
b
し
は
明
ら
か
な
り
。

燃
黎
室
記
述
肇
に
は
棄
子
録
を
引
き
て
、
壬
子
奴
兇
喘

赤
面
其
｝
弟
速
白
感
吟
赤
。
並
置
ハ
丘
ハ
。
侵
兀
刺
諸
會
こ
い
へ
る

が
、
太
宗
實
録
巷
七
に
早
宮
の
罪
状
を
数
ふ
る
藪
下
に
阿

敏
員
勒
之
父
Q
乃
叔
父
行
也
。
當
太
租
在
時
。
兄
弟
和
好
。

童
戯
言
立
嚇
其
父
。
欲
気
太
組
直
書
子
黒
雲
木
地
方
。
倉

　
　
　
　
　
　
　
第
霧
　
四
四
（
四
四
）
　
　
匁

皆
伐
造
言
之
木
。
太
櫨
聞
其
父
子
罪
。
既
而
欲
宥
其
父
。
而

白
重
子
。
諸
貝
勒
力
諌
。
謂
既
宥
其
父
。
何
必
復
殺
其
子
◎

彼
難
無
畜
。
不
足
深
較
、
蓋
弁
養
之
。
太
租
子
是
牧
養
其

父
子
。
及
其
父
既
絡
。
太
組
愛
書
阿
敏
貝
勒
Q
與
已
出
三

子
。
毫
無
分
別
。
並
名
爲
四
和
碩
四
大
笠
雲
。
群
肝
人
曾

見
爲
異
父
所
生
之
子
。
而
愛
養
有
殊
乎
。
ε
あ
れ
ば
、
太
組

が
好
爾
堕
齋
を
殺
せ
り
ざ
の
説
は
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
も
、

得
爾
喰
齊
の
一
家
が
太
租
を
離
れ
て
猫
立
す
る
に
足
る
の

カ
み
り
し
こ
ご
は
、
粗
ぼ
推
知
す
べ
く
、
妊
れ
其
の
四
大

貝
勒
の
一
た
り
し
所
以
な
る
べ
し
。

　
太
組
置
録
に
よ
れ
ば
、
太
祀
は
國
家
政
事
。
子
孫
遺
訓
。

李
日
皆
豫
定
方
面
。
臨
萌
不
復
言
及
。
ε
あ
れ
ざ
も
、
其

の
縫
嗣
に
養
し
て
、
何
等
言
及
さ
や
り
し
ど
い
ふ
は
疑
は

し
。
叢
れ
こ
も
覧
れ
實
は
李
日
の
苦
痛
せ
る
前
、
死
後
に

諸
子
が
之
を
奉
行
せ
ざ
り
し
者
な
る
が
如
し
。
實
録
に
曰

く
、

重
鉢
孝
慈
皇
后
崩
後
。
立
呉
剛
國
満
大
貝
勒
女
爲
大
編



　
金
。
大
幅
金
美
羊
儀
。
而
心
未
純
善
。
常
彿
上
意
。
錐

　
有
機
巧
Q
皆
爲
上
英
明
歯
学
。
上
知
之
Q
恐
其
後
爲
観

　
信
書
。
預
以
書
字
諸
点
勒
。
日
我
身
後
必
命
蕃
書
。
諸

　
貝
勒
以
上
之
遺
命
告
大
編
金
Q
大
藩
金
亀
嵩
從
死
。
語

　
支
吾
Q
諸
点
勒
堅
請
。
日
先
帝
指
命
。
錐
欲
不
善
不
可

　
得
也
。
大
編
金
掻
服
禮
服
。
齢
以
金
玉
珠
暑
熱
賓
優
物
。

　
因
涕
泣
」
乃
謂
香
雲
勒
Q
日
吾
年
十
二
。
事
先
帝
。
豊

　
衣
美
食
。
二
十
六
年
。
何
怨
離
也
。
願
相
從
地
下
。
但

　
吾
二
幼
子
多
爾
嚢
、
多
鐸
。
争
点
養
之
Q
思
置
勒
皆
泣

　
而
甥
Q
日
吾
等
若
不
恩
養
二
幼
弟
。
是
忘
父
皇
也
◎
焉

　
有
不
恩
養
之
乎
。
大
輻
金
子
辛
亥
辰
刻
Q
以
身
殉
焉
。

　
年
三
十
有
七
。
（
7
）

こ
の
記
事
の
み
に
て
は
、
縫
嗣
題
等
角
塗
筆
あ
り
ご
は
見

え
ざ
讐
も
、
燃
蓼
室
記
述
に
讐
旨
月
録
を
引
け
る

に
慷
れ
ば
、

　
或
日
。
奴
児
赤
臨
死
。
謂
畏
永
介
。
日
九
王
子
総
立
而

　
年
幼
。
汝
書
振
位
。
後
傳
於
九
王
。
貴
爆
睡
以
鴬
嫌
逼
。

　
　
　
第
七
巻
　
　
研
　
究
　
　
清
朝
初
期
の
綴
嗣
問
題

　
季
立
洪
太
氏
云
．

ご
あ
り
。
零
れ
恐
ら
く
は
其
間
の
隠
情
π
る
者
な
ら
ん
。

貴
永
介
ご
は
大
貝
勒
代
善
に
し
て
、
清
朝
の
官
書
に
は
古

凸
央
…
巴
圃
魯
【
ご
超
せ
る
を
、
朝
鮮
に
て
古
英
の
無
音
こ
し
て

貴
永
介
の
字
を
用
み
し
な
り
。
洪
黒
氏
も
贈
官
書
の
皇
太
，

極
の
甥
暑
な
る
が
、
崇
護
総
総
催
に
よ
れ
ば
、
當
時
は
漢

人
が
蒙
古
の
爵
名
に
用
み
る
黄
鳥
吉
の
字
を
用
ゐ
、
皇
太

極
の
宇
は
後
に
論
蔵
編
纂
の
際
に
、
新
た
に
撰
定
せ
ら
れ

　
　
　
　
（
8
）

し
者
の
如
し
。
九
王
ご
は
即
ち
多
糖
衰
な
り
Q
蓋
し
最
後

に
正
妻
た
り
し
入
の
生
め
る
子
が
謹
啓
だ
る
べ
き
こ
ご
は

蒙
古
満
洲
等
の
風
俗
な
り
し
な
ら
ん
も
、
諸
愚
意
の
勢
力

ε
、
當
時
の
國
情
ご
は
幼
子
を
奉
じ
て
國
圭
ご
す
る
に
適

せ
ざ
り
し
か
ば
、
正
妻
は
殉
死
を
張
ひ
ら
れ
、
而
し
て
繊

嗣
の
問
題
は
、
新
た
に
協
議
を
要
す
る
こ
ご
、
な
り
し
な

ら
ん
。
但
し
大
輻
金
が
其
の
三
子
中
、
將
に
多
額
嚢
、
多

鐸
を
金
貝
勒
に
付
湿
し
て
．
其
長
子
阿
鼻
絡
に
及
ば
ざ
）

し
は
、
阿
当
量
が
已
に
成
長
せ
し
爲
な
る
べ
き
も
、
多
爾

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
欄
五
　
（
四
五
）



　
　
　
策
七
巻
　
　
研
　
究
　
　
清
朝
初
期
の
綴
覇
問
慰

衰
が
織
嗣
た
る
べ
く
定
め
ら
れ
し
故
は
明
か
な
ら
す
、
或

は
其
の
幼
よ
b
聰
明
な
）
し
を
以
て
、
選
挙
に
特
に
愛
せ

ら
れ
し
に
も
よ
る
な
ら
ん
か
。

　
太
宗
實
鎌
巻
一
に
よ
れ
ば
太
租
の
崩
後
、
大
貝
勒
代
地

の
二
子
岳
託
、
薩
吟
廉
は
皇
太
極
は
深
く
人
心
を
得
、
衆

の
溌
服
す
る
所
な
れ
ば
、
速
か
に
大
位
を
縫
が
し
む
べ
き

こ
ご
を
、
其
父
に
告
げ
元
れ
ば
、
代
善
は
早
れ
吾
が
夙
心

な
b
こ
て
書
を
作
り
、
次
日
野
艮
勒
大
臣
の
朝
に
踊
り
し

時
、
之
を
出
し
示
し
た
れ
ば
、
阿
敏
、
葬
古
書
泰
及
び
阿

　
（
9
）

巴
里
、
男
帯
類
、
濟
爾
吟
朗
、
阿
濟
格
、
多
爾
衰
、
多
鐸
、

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
（
－
o
）

　
　
　
（
1
1
）

杜
度
、
碩
託
．
豪
格
等
方
喜
び
て
、
途
に
議
を
定
め
た
り
。

太
宗
は
父
の
遺
命
な
し
ε
て
固
く
之
を
僻
し
た
れ
ご
も
、

衆
議
整
く
し
て
書
く
べ
か
ら
ざ
る
に
よ
り
、
位
に
穿
き
た

り
芝
あ
り
。
但
だ
疑
し
き
は
、
こ
の
會
議
中
に
、
多
爾
衰
、

多
鐸
等
の
あ
る
こ
ご
に
て
．
恐
ら
く
は
實
録
編
纂
の
際
の

文
飾
に
出
で
し
な
ら
ん
。
燃
簗
室
記
述
に
引
け
る
丙
子
録

に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
第
　
｝
　
鷺
　
　
　
　
四
山
ハ
　
（
M
四
山
ハ
）

　
丙
寅
五
月
。
建
州
奴
曾
思
事
五
疽
獲
背
死
。
臨
死
命
立

　
世
子
貴
榮
ン
甜
脅
介
。
貴
冷
語
譲
弟
弘
他
時
。
た
難
弘
日
汝

　
智
勇
勝
於
我
。
汝
酒
代
立
。
隠
忍
上
略
不
僻
譲
而
立
。

ご
あ
り
。
弘
他
時
、
弘
太
始
も
並
に
皇
太
極
の
樹
書
な
b

朝
鮮
所
悩
の
説
、
必
ず
し
も
其
の
實
を
得
す
ご
い
ふ
べ
か

ら
ざ
る
に
似
選
り
。

　
か
く
の
如
く
し
て
太
宗
は
骨
斑
こ
な
り
だ
れ
ざ
も
、
所

謂
上
製
の
地
位
は
、
如
何
や
う
の
も
の
な
り
け
ん
。
蒙
古

の
戌
吉
斯
汗
死
後
、
斡
歌
黒
汗
の
位
に
師
け
る
時
も
、
耶

叢
叢
材
の
進
書
に
よ
り
て
鷹
合
壷
は
、
其
の
兄
の
位
を
屈

し
て
帳
下
に
籍
し
た
る
に
て
、
蒙
古
に
て
奪
旛
が
拝
禮
あ

る
は
此
よ
り
始
．
ま
る
ド
｝
元
史
の
楚
材
傳
に
出
　
で
た
る
程
な

れ
ば
、
王
位
ご
七
三
の
位
ご
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ざ
る
場

合
あ
る
べ
し
。
太
宗
信
望
巻
＋
に
よ
れ
ば
、
天
々
五
年
十

二
月
丙
申
の
上
諏
に

　
蒜
古
製
泰
露
華
因
其
聯
詩
。
故
科
罰
贈
男
。
革
大
貝
勒

　
繕
號
。
自
股
即
位
以
來
。
國
申
行
禮
時
。
曾
與
験
並
坐
。



　
今
不
與
坐
。
恐
外
野
人
聞
見
。
不
知
冷
遇
。
共
議
我
爲

　
不
敬
。
彼
年
長
子
器
。
勿
倉
並
黒
漆
如
。

こ
い
ひ
し
に
、
大
貝
勤
以
下
の
池
貝
勒
、
不
可
な
り
ご
い

ふ
者
孚
ば
な
b
し
が
、
早
糸
は
初
の
並
坐
を
可
ご
し
た
れ

ざ
も
、
既
に
し
て
、

　
切
思
我
等
既
戴
皇
上
爲
君
父
。
又
上
上
迎
撃
。
恐
滋
國

　
入
之
議
。
謂
我
等
奉
上
居
大
恩
Q
叉
追
風
暴
政
。
尊
上
並

　
列
理
趣
。
甚
鹿
島
也
。
（
中
略
）
自
今
以
後
。
上
南
面
居

　
　
　
　
　
　
（
9
U
I
）

　
中
坐
。
或
懐
乱
古
里
泰
侍
坐
上
側
。
外
篇
静
思
諸
貝
勒

　
坐
干
我
等
之
下
◎
既
奉
爲
皇
上
。
潔
癖
示
濁
波
可
乎
。

こ
て
諸
掛
勒
に
告
げ
た
れ
ば
、
皆
之
を
善
し
ε
し
て
、
太

宗
も
之
に
從
へ
り
ご
い
ひ
、
實
録
懇
十
一
に
は
、
此
記
事

を
承
け
て
、
天
聰
六
年
春
正
月
己
亥
朔
に

　
上
峯
諸
貝
勒
拝
芝
謁
紳
畢
。
出
御
殿
Q
上
爾
傍
設
二
楊
。

　
命
大
貝
勒
代
講
、
蒜
古
聖
泰
貝
濫
費
。

ご
あ
り
、
又

　
朝
罷
．
上
愚
兄
禮
詣
発
情
第
拝
之
。
上
無
位
以
來
。
歴

　
　
　
第
七
巻
　
　
研
　
究
　
　
潴
朝
初
甥
の
綴
嗣
問
慰

　
五
年
所
○
凡
半
人
朝
見
。
上
潮
三
大
貝
勒
等
々
南
面
坐

　
受
。
自
是
年
更
定
窯
始
南
面
猫
耳
。

こ
い
へ
る
を
見
れ
ば
、
帥
位
の
始
め
は
代
善
、
阿
智
、
藩

士
恩
讐
ご
同
坐
し
て
臣
下
に
臨
み
し
が
如
し
Q
阿
敏
織
け

ら
れ
て
後
、
所
謂
三
奪
佛
ε
な
り
し
が
、
こ
、
に
至
り
て
猫

奪
の
位
を
正
し
た
れ
ご
も
、
爾
ほ
家
人
の
讃
ご
し
て
は
、

兄
代
善
を
組
す
る
こ
ご
を
上
せ
ざ
り
し
な
り
。
故
に
國
主

の
位
は
堕
民
の
主
ε
い
ふ
意
嚢
に
て
、
支
那
の
如
き
大
一

統
の
旨
に
は
合
せ
ざ
り
し
者
の
如
し
。
其
後
蒜
古
爾
泰
死

し
、
数
年
を
経
て
其
の
叛
謀
螢
澄
せ
b
と
て
、
其
遺
せ
る

属
人
財
産
を
籍
没
し
、
長
子
豪
絡
、
及
び
庶
弟
阿
智
泰
に

一
部
を
分
配
せ
し
が
、
其
の
大
部
分
は
自
ら
之
を
馳
せ
り
。

太
宗
は
支
那
人
主
に
有
り
聖
な
る
雄
牛
な
る
性
質
を
具
へ

漸
次
に
勢
力
を
養
ひ
、
阿
敏
去
り
、
葬
具
爾
泰
死
し
て
よ

り
は
、
其
の
最
も
親
し
か
り
し
代
善
を
も
屡
々
塞
辱
し
て

頭
の
塞
が
ら
ざ
る
や
う
に
な
し
た
り
℃
代
善
の
聖
遷
喰
廉

は
此
際
に
書
し
て
非
常
に
巧
な
る
態
度
を
取
り
、
毎
に
其

　
　
　
　
　
　
　
第
　
｝
號
　
　
　
四
七
　
（
四
七
）



　
　
　
第
七
巻
　
　
研
　
究
　
　
清
朝
秘
期
の
綴
嗣
問
題

父
を
し
て
太
宗
に
逆
ら
は
し
め
ざ
り
し
か
ば
、
太
宗
も
薩

吟
廉
に
は
親
頼
、
し
、
之
を
好
遇
し
て
、
其
の
下
め
る
時
は
之

を
臨
覚
し
、
死
す
る
に
及
び
親
し
く
之
を
翼
笑
し
た
る
が
、

岳
託
は
薩
瞼
廉
よ
り
も
素
僕
に
し
て
掘
重
な
る
満
洲
入
調

質
を
脱
せ
ざ
b
し
か
ば
、
懸
る
時
雨
射
の
盲
あ
り
し
に
弓

を
執
る
こ
ご
能
は
す
ご
て
強
ね
、
途
に
弓
を
郷
ち
た
れ
ば
、

諸
王
よ
り
驕
慢
の
罪
死
に
憤
る
ご
隠
せ
ら
れ
た
る
が
、
太

宗
は
之
を
寛
う
し
て
爵
を
降
し
、
罰
金
を
科
し
π
ウ
。
以

て
其
の
太
宗
に
封
し
不
満
の
意
あ
り
し
を
見
る
べ
し
。

　
仁
徳
元
年
、
太
宗
は
内
外
諸
画
面
、
文
武
鮮
臣
の
上
れ

る
寛
温
仁
聖
皇
帝
の
丸
餅
を
受
け
國
を
大
毒
ε
濡
せ
り
。

蓋
し
此
よ
り
以
前
は
金
言
汗
ε
繕
せ
し
が
、
こ
＼
に
至
わ

て
明
の
皇
帝
ε
同
檬
に
皇
帝
こ
な
り
し
な
り
。
此
の
位
號

を
正
す
の
議
は
立
薩
晴
廉
の
唱
へ
し
所
な
り
き
。
但
だ
此

に
至
り
て
疑
問
こ
な
る
べ
き
は
、
多
爾
衰
の
位
遣
な
り
。

多
軸
嚢
が
太
宗
の
時
代
に
於
て
特
に
寵
遇
せ
ら
れ
し
こ
ご

は
實
録
の
記
事
に
徴
し
て
も
明
自
な
る
が
、
こ
は
其
の
十

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
入
　
（
四
八
）

七
入
歳
の
少
時
よ
り
軍
に
從
ひ
て
功
あ
り
、
其
の
天
性
聰

　
　
　
　
　
　
　
　
（
羨
1
）

慧
に
し
て
、
墨
爾
根
岱
青
の
欝
號
を
輿
へ
ら
る
、
程
な
り

し
が
爲
の
み
こ
は
思
は
れ
す
。
且
つ
満
洲
ご
朝
鮮
こ
の
交

渉
に
画
す
る
史
料
に
徴
す
る
に
、
甚
だ
解
し
難
き
虚
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
（
1
5
）

朝
鮮
は
太
宗
の
天
聰
二
年
に
於
て
金
國
ご
載
ひ
敗
れ
て
講

和
し
た
る
が
、
こ
れ
よ
り
以
後
は
金
國
汗
ε
朝
鮮
二
王
芯

は
饗
等
の
交
際
を
重
し
居
た
る
に
、
太
宗
が
皇
帝
の
尊
號

を
繕
す
る
こ
ご
を
以
て
朝
鮮
に
諮
り
し
時
、
朝
鮮
は
是
れ

明
に
齎
し
て
濁
画
す
る
者
に
し
て
、
朝
鮮
を
ぱ
其
の
臣
厨

こ
す
る
者
な
れ
ば
こ
て
、
之
を
拒
否
し
た
り
し
か
ば
、
崇

徳
元
年
よ
b
二
年
に
亙
り
て
、
清
朝
に
攻
め
ら
れ
、
勢

窮
し
て
降
服
し
、
之
よ
り
清
朝
に
粘
し
、
臣
囑
の
禮
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

れ
り
。
奉
天
の
崇
護
閣
に
絶
せ
る
蕾
意
中
に
、
朝
鮮
國
摩

書
籍
な
る
者
あ
り
、
郎
ち
天
聰
、
崇
徳
間
の
朝
鮮
墨
書
の
鋤

本
な
り
◎
之
に
よ
り
て
朝
鮮
國
立
網
係
（
仁
租
）
が
二
月
に

降
服
し
て
後
、
四
月
に
始
め
て
使
を
遣
し
て
謝
恩
表
を
上

り
、
併
せ
て
貢
物
前
軍
を
も
副
へ
た
る
が
、
此
時
太
宗
に



上
れ
る
以
外
に
皇
太
子
に
上
る
箋
、
並
に
進
物
軍
を
邊
り

た
る
こ
ご
を
・
知
る
を
得
た
り
。
無
血
日
舞
は
恩
ぶ
穗
⊥
ハ
弾
ま
ず

の
分
を
潜
め
た
る
が
、
歳
時
の
朝
貢
に
は
、
必
ず
皇
帝
以
外

に
進
呈
及
び
皇
太
子
に
も
箋
若
く
は
貢
軍
を
上
り
た
り
。

然
る
に
此
の
來
書
簿
に
て
は
、
皇
太
子
の
何
人
た
る
を
知

る
こ
ε
能
は
す
、
清
朝
の
實
録
も
亦
當
時
皇
太
子
の
位
に

在
り
し
人
あ
る
こ
ご
を
載
せ
す
。
墨
継
清
朝
が
朝
鮮
を
征

伐
す
る
に
至
り
し
原
因
は
、
太
租
の
末
年
以
來
、
明
ε
絶

ち
た
る
が
爲
に
、
從
前
明
よ
り
輸
入
せ
る
織
物
を
獲
る
こ

ざ
能
は
す
、
叉
明
に
醤
抗
せ
ん
が
爲
に
、
其
の
都
城
附
近

に
、
言
語
風
俗
を
同
じ
う
せ
る
種
族
を
移
植
し
、
爲
に
食

料
の
置
乏
を
告
げ
た
る
よ
り
、
爾
つ
な
が
ら
之
を
朝
鮮
に

仰
が
ん
ε
せ
る
に
在
め
元
れ
ば
、
或
は
貢
物
の
多
き
を
貧

り
て
塞
位
の
皇
太
子
を
作
b
た
る
に
あ
ら
す
や
こ
も
猜
し

た
れ
ざ
も
、
猶
ほ
姜
穗
な
ら
ざ
れ
ば
、
更
に
天
聰
年
間
の

各
項
稿
簿
ざ
い
へ
る
奮
楷
を
槍
せ
る
に
、
左
の
二
種
の
文

順
を
覆
見
し
た
り
っ

　
　
　
第
七
巷
　
　
研
　
究
　
　
離
州
初
期
の
縫
嗣
問
題

（一

j
天
聰
四
年
七
月
十
一
日
～
丁
零
躍

　
金
國
汗
黄
太
吉
。
執
政
衆
王
、
　
善
、
忙
吾
児
太
、
阿

　
墨
太
、
徳
革
雷
、
吉
兇
恰
郎
、
阿
吉
事
、
阿
革
朶
兜
紅
、

　
朶
朶
、
都
都
、
岳
托
Q
．
何
革
、
撒
吟
良
等
Q
告
天
仁
誓

　
事
。
爲
海
島
劉
興
治
、
劉
興
亡
、
劉
興
良
、
劉
興
演
、

　
劉
興
邦
等
殺
其
南
朝
官
員
。
牽
各
島
官
民
。
警
衛
同
心
。

　
恐
後
有
違
。
故
告
天
地
Q
彼
島
中
之
人
。
或
居
島
中
。

　
或
上
陸
住
。
我
不
牧
納
。
命
彼
自
作
一
國
。
待
以
客
層
。

　
及
我
先
日
劇
去
金
人
蒙
古
断
不
問
取
。
若
戦
意
言
。
不

　
黙
認
客
國
。
及
問
取
金
人
蒙
古
或
念
劉
家
毒
悪
。
及
來

　
見
留
住
。
天
地
鑑
之
。
罪
有
所
蘇
。
天
折
死
亡
9
或
劉

　
家
弟
兄
行
詐
。
伍
蹄
南
朝
。
及
懐
二
心
。
居
中
槻
望
Q

　
則
天
地
綿
罪
隠
家
弟
兄
。
天
折
死
亡
。
若
女
雨
家
。
皆

　
不
違
盟
。
誠
信
到
底
Q
期
天
地
保
訪
○
翼
翼
無
勢
之
幅
。

　
謹
疏
Q

こ
れ
蓋
し
劉
興
亡
の
残
蕪
に
封
ず
る
誓
書
な
る
が
、
其
列

名
の
書
き
方
を
清
朝
官
書
に
封
照
す
れ
ば
、

第
　
　
號

四
九
　
（
四
九
）



　
　
第
七
巻
　
研
究
　
清
朝
初
期
の
纈
解
問
題

黄
太
吉
一
－
皇
太
極
　
ダ
善
1
1
代
善
　
忙
吾
輩
薄
書
藩
古

　
爾
泰
　
阿
把
太
1
1
阿
巴
泰
　
十
二
雷
h
徳
格
闘
　
吉
児

恰
郎
醤
濟
爾
陰
朗
　
阿
吉
革
一
阿
濟
格
　
練
革
朶
児
紅

　
葬
阿
絡
多
爾
衰
　
朶
朶
h
多
鐸
　
都
都
遷
杜
度
　
岳
托

　
匹
岳
託
　
何
革
齪
豪
格
　
撒
恰
艮
疑
撒
恥
曝

（
二
）
島
中
劉
府
來
書

天
歩
四
年
累
月
分
。
逞
秀
才
賓
家
。
初
百
到

　
　
客
國
臣
劉
興
治
、
幻
燈
基
、
劉
興
銀
、
割
興
沸
、
劉

興
郵
等
。
土
筆
於
冥
冥
上
帝
．
宥
我
不
赦
、
部
数
過
慰
。

縁
官
署
蓮
。
天
歎
將
終
。
我
大
金
町
汗
。
湯
武
尭
舜
之

君
。
實
有
灰
以
敗
拾
人
心
者
也
り
臣
等
号
先
見
Q
途
鐵

職
同
仁
繊
盛
等
。
峯
衆
露
服
。
金
繰
黄
太
吉
。
執
政
衆

王
。
　
善
、
忙
吾
児
太
、
阿
把
太
古
革
雷
、
吉
連
吟
郎
，

阿
吉
革
、
阿
蘇
朶
児
紅
、
朶
朶
、
都
都
、
岳
托
、
何
革
、
撒

恰
良
等
。
韓
紅
盟
誓
。
共
蓋
大
業
。
自
暴
之
後
。
彼
此

相
擁
。
永
修
和
好
。
内
宮
不
軌
。
各
踏
喪
亡
。
五
識
其

身
。
皇
天
後
土
。
共
堕
憾
言
。
伏
仰
二
線
全
獲
畿
邦
、

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
號
　
　
　
天
○
　
（
五
〇
）

　
主
客
亨
蕗
。
園
賑
永
綿
奥
。
謹
盟
。

　
天
聰
四
年
七
月
二
十
三
日
　
同
盟
官
員

　
　
墾
將
李
登
科
　
　
遊
撃
崔
耀
租

　
　
都
司
馬
　
良
　
李
世
安
　
郭
天
盛
　
　
守
備
王
才

　
　
何
成
功

こ
の
中
の
姓
名
も
、
全
く
前
書
に
同
じ
。
こ
の
中
に
て
濁
り

朶
兇
紅
の
上
に
阿
革
の
二
字
め
る
は
注
意
す
べ
き
乙
な
り

一
理
師
ち
一
面
は
後
世
阿
吾
こ
も
書
せ
ら
れ
、
満
洲
語
に

て
王
子
の
義
に
し
て
、
清
文
彙
に
は
王
子
の
資
格
に
冊
封

さ
れ
し
少
き
子
ご
解
し
た
れ
こ
も
、
冊
封
の
義
は
元
摩
の

満
洲
語
に
は
無
か
b
し
所
な
る
ぺ
け
れ
ば
、
輩
に
王
子
の

義
に
て
、
殆
ご
儲
君
の
意
を
有
す
る
な
る
べ
し
。
太
宗
實

鎌
天
壌
九
年
正
月
馬
事
の
條
に

　
禮
部
和
碩
薩
陰
廉
貝
葉
遵
旨
傳
悪
露
。
朝
廷
宗
室
、
恐

　
心
入
莫
携
。
或
致
辱
豊
喬
Q
已
命
繋
紅
帯
。
以
表
異
之
Q

　
又
恐
王
下
線
量
顛
倒
。
巳
分
洌
名
號
。
如
太
概
鷹
子
◎

　
賑
賑
奪
格
。
山
側
組
子
孫
◎
倶
総
為
事
。
凡
人
伽
帯
謂
。
就



　
其
原
名
。
研
窮
某
阿
格
v
某
畳
羅
。
（
下
思
）

こ
ご
見
え
た
り
。
實
録
の
記
述
に
も
、
此
時
よ
り
以
前
は

阿
格
ご
冒
す
る
篤
信
ん
ご
見
え
ざ
れ
ざ
も
、
此
時
以
後
、

親
魂
の
廃
子
は
皆
某
阿
格
ご
羅
し
、
太
郵
貯
代
善
の
子
な

れ
ご
も
、
碩
托
阿
格
ご
繕
せ
し
こ
ご
見
え
だ
り
。
こ
れ
立
直

の
繕
を
醜
く
宗
室
に
及
ぼ
せ
し
が
爲
に
し
て
、
飯
前
は
阿

格
の
霧
は
更
に
奪
貴
な
り
し
こ
ご
な
る
ぺ
け
れ
ば
、
朶
見

紅
の
阿
革
ご
繕
せ
ら
れ
し
は
、
其
の
皇
太
子
の
画
格
あ
り

し
に
よ
る
に
あ
ら
ざ
る
か
。
既
に
し
て
仁
徳
年
間
に
至
り

太
宗
が
皇
帝
ご
総
せ
し
を
以
て
、
更
に
改
め
て
皇
太
子
ご

欝
せ
し
な
ら
ん
か
。

　
さ
れ
ば
多
廉
潔
は
、
太
胆
の
最
後
の
正
妻
の
愛
子
こ
し

て
、
當
さ
に
厩
立
で
べ
か
b
し
も
、
丙
子
録
、
日
月
録
に

記
せ
る
が
如
き
事
情
め
b
て
、
汗
位
は
太
宗
に
嘱
し
π
る

な
る
べ
く
、
大
慈
金
が
殉
死
に
臨
み
て
諸
貝
勒
に
付
嵐
し

だ
る
も
、
其
の
繊
立
を
望
む
意
め
b
し
な
ら
ん
。

　
か
く
の
如
く
太
宗
の
立
ち
し
は
、
　
㎜
種
の
事
情
に
よ
り

　
　
　
第
七
巷
　
　
研
　
究
　
　
溝
覇
初
期
の
綴
爾
問
題

た
れ
ば
、
其
の
崩
せ
し
時
、
叉
繊
嗣
問
題
は
紛
糾
を
弄
せ

り
。
世
租
實
鋒
巻
一
に
は
崇
徳
八
年
八
月
乙
亥
の
條
に
、

和
碩
肉
親
王
代
善
灘
急
激
際
辮
翫
昨
塩
瀬
呪
が
諸
王
貝
勒
貝
面

識
及
丈
武
群
臣
を
會
集
し
、
大
位
久
し
く
虚
し
う
す
べ
か

ら
ざ
る
を
以
て
、
議
を
定
め
て
太
宗
の
第
九
子
を
奉
じ
て

位
を
嗣
が
し
め
、
共
に
誓
書
を
立
て
、
昭
に
天
地
に
告
げ

公
議
に
よ
り
和
碩
博
戯
濟
爾
恰
朗
、
和
適
正
親
王
多
爾
衰

を
以
て
尊
命
を
輔
害
し
た
り
ε
あ
る
の
み
な
れ
ご
も
、
駐

日
の
會
議
は
決
し
て
無
事
に
決
定
せ
し
に
あ
ら
す
。
朝
鮮

二
千
閣
…
所
藏
の
史
料
に
溜
陽
矯
風
及
び
藩
…
陽
墨
香
こ
い
ふ

者
あ
り
。
朝
鮮
の
仁
租
が
清
朝
に
降
り
し
後
、
質
子
ビ
し

て
共
の
世
子
及
び
二
王
子
を
奉
天
帥
ち
藩
陽
に
隠
り
飽
き

た
り
。
其
の
熟
所
の
三
夕
は
、
今
も
大
南
門
内
の
地
名
に

遺
れ
り
。
日
記
は
當
時
陸
行
の
臣
の
記
せ
し
所
に
し
て
、

歌
啓
は
從
臣
よ
り
本
官
に
時
々
漁
り
し
報
告
な
り
。
其
の

秘
密
な
る
者
に
は
、
特
に
秘
密
ε
記
せ
り
。
日
記
に
よ
れ

ば
、
癸
墨
壷
入
月
初
十
日
辛
未
の
條
に
、
夜
分
後
皇
帝
弊

　
　
　
　
　
　
　
第
　
｝
號
　
　
　
五
一
　
（
五
｝
）



　
　
　
第
七
巻
　
　
研
　
究
　
　
清
朝
初
期
の
綴
嗣
問
題

租
ご
あ
わ
。
而
し
て
状
啓
に
は
左
の
一
項
め
り
。

　
噸
承
政
院
　
開
M
弥
　
秘
密
　
癸
夫
｝
八
日
μ
二
十
上
ハ
日

　
十
四
貝
Q
諸
王
皆
會
重
大
衙
門
。
大
王
螢
言
日
。
虎
口

　
帝
王
長
子
。
當
承
大
統
云
。
則
虎
ロ
日
。
編
小
書
薄
。

　
嫁
広
堪
當
。
固
僻
退
去
。
定
策
之
議
Q
企
及
露
一
。
帝

　
之
手
下
將
領
之
輩
。
楓
創
而
前
日
Q
吾
矯
食
亡
帝
。
衣

　
於
帝
。
養
育
之
恩
。
早
天
同
大
。
若
不
立
帝
之
子
Q
期

　
寧
女
切
帝
於
地
下
廊
已
。
大
王
日
。
吾
以
帝
兄
。
寸
時

　
朝
政
。
近
事
預
知
。
何
可
参
加
此
議
乎
Q
帥
起
去
。
入

　
王
亦
随
導
出
。
十
王
獣
無
一
言
。
九
王
慮
之
日
。
汝
等

　
暴
言
山
奥
。
虎
藩
王
煎
薬
退
出
．
無
縫
統
之
意
。
當
立

　
帝
之
第
三
子
。
而
年
歳
幼
稚
。
八
高
山
軍
兵
。
吾
與
右

　
眞
王
、
分
掌
其
身
。
左
右
家
政
。
年
長
之
後
Q
當
師
編

　
政
。
誓
…
天
盛
…
m
能
云
。
所
謂
森
弟
三
子
。
年
今
山
ハ
鵡
威
Q
一
是
如

　
爲
自
義
盗
。
心
逸
暉
燗
郭

逼
れ
決
し
て
一
通
り
の
傳
聞
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
く
、
確
か

に
広
襟
む
る
記
事
な
ら
ん
Q
此
月
の
朔
は
津
々
な
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
第
　
開
號
　
　
　
五
二
　
（
五
二
）

乙
亥
は
十
四
日
な
り
◎
大
王
ご
は
部
ち
聾
心
に
し
て
、
虎

ロ
は
叉
豪
格
の
封
書
、
即
ち
太
宗
の
長
子
、
粛
親
王
、
八

王
は
国
尽
格
、
羊
肉
元
年
武
英
郡
王
に
封
ぜ
ら
る
。
十
王

は
多
鐸
、
崇
徳
元
年
強
親
王
に
封
ぜ
ら
る
。
九
王
は
郎
ち

多
爾
菟
に
し
て
、
時
に
容
親
王
た
り
Q
古
眞
王
ご
は
濟
爾

喰
朗
に
し
て
、
時
に
鄭
親
王
た
り
。
世
観
は
實
は
實
録
に

見
ゆ
る
如
・
＼
太
宗
の
第
九
子
な
れ
ざ
も
、
當
時
の
所
傳
か

く
の
如
く
な
り
し
な
ら
ん
Q
高
山
は
郎
ち
固
山
に
し
て
満

洲
楽
壇
の
義
，
入
高
山
は
郎
ち
入
旗
な
り
。
同
塵
臼
爲
乎

彌
は
朝
鮮
吏
道
の
文
な
り
。
此
の
立
嗣
會
議
は
豪
格
、
大

統
の
多
事
菟
に
蹄
す
べ
き
者
た
る
を
知
り
て
、
代
善
の
己

れ
を
推
せ
る
を
避
け
だ
る
に
、
太
宗
に
炎
養
せ
ら
れ
し
軍

入
は
、
爪
同
ほ
其
の
子
を
立
て
ん
こ
ご
を
望
み
淀
る
が
故
に

代
善
は
此
の
紛
議
に
預
る
こ
ご
を
欲
せ
す
、
阿
濟
格
も
多

鐸
も
手
を
下
す
に
由
な
く
、
縫
か
に
多
読
菟
が
臨
機
の
措

量
の
宜
し
き
を
得
把
る
に
因
り
て
、
議
を
定
め
た
る
な
り

然
れ
こ
も
此
▼
の
決
議
は
轡
田
時
、
　
二
族
間
の
出
思
に
満
た
ざ
る



者
あ
り
、
越
え
て
二
日
に
し
て
、
忽
ち
二
等
獲
を
生
じ
た

り
。
世
組
心
事
、
此
月
丁
丑
の
條
に
曰
く
、

　
多
羅
孫
王
阿
達
禮
往
謂
和
撃
墜
親
王
多
爾
衰
日
。
王
正

　
大
回
。
我
當
明
王
。
又
往
響
町
碩
鄭
親
王
濟
爾
恰
朗

　
日
。
和
碩
禮
親
王
糞
垂
。
常
至
其
府
中
往
來
。
又
固
山

　
貝
子
土
建
遠
無
筆
至
和
髪
容
親
王
善
言
。
内
大
臣
圖
爾

　
格
及
御
前
下
等
皆
從
我
謀
量
り
撃
力
揖
立
爲
君
。
阿
達

　
渦
潮
託
又
往
覗
和
碩
禮
親
王
代
筆
足
疾
。
與
多
羅
貝
勒

　
羅
壁
画
同
行
。
阿
達
禮
碩
野
里
鉢
Q
附
和
碩
禮
親
王
耳

　
語
日
。
衆
已
定
差
立
和
耳
門
親
王
夷
。
王
気
哩
膿
。
子
忌

　
和
客
思
親
王
、
和
習
容
親
王
自
前
言
子
衆
。
質
訊
倶
建
。

　
阿
達
紫
黒
託
坐
悪
政
働
國
伏
謙
。
阿
達
禮
母
、
碩
託
妻

　
坐
助
逆
謙
Q
併
詠
所
遣
半
漁
。
増
築
宏
因
同
詣
和
碩
禮

　
親
王
所
要
繋
。
以
不
知
情
免
罪
Q
（
下
略
）

　
而
し
て
黒
黒
に
述
ぶ
る
所
も
、
上
之
と
符
合
す
。
欺
啓

に
は
前
交
に
空
き
て
左
の
・
如
く
言
へ
り
。

　
俊
王
及
小
鷺
密
言
子
大
王
日
。
今
立
稚
児
。
國
事
可
知
。

　
　
　
第
七
巷
　
研
究
　
清
朝
初
期
の
縫
嗣
問
題

　
不
可
不
速
爲
慮
澄
云
。
期
大
王
日
。
既
立
誓
天
。
何
出

　
此
言
。
鴎
貝
生
他
意
。
往
問
於
九
王
。
則
九
七
亦
牢
拒

　
面
入
。
往
十
王
家
運
見
。
則
十
王
日
。
扁
螺
相
訪
之
時
。

　
絡
始
不
出
見
。
復
問
於
大
王
Q
則
大
王
日
。
何
爲
再
螢

　
妄
言
。
鍋
必
立
至
。
任
難
所
爲
。
旋
郎
拝
芝
。
九
王
日
。

　
吾
亦
聞
知
云
Q
而
十
入
日
夕
。
捉
致
俊
王
小
言
於
衙
門
。

　
露
豊
強
縛
Q
並
其
俊
王
難
及
小
母
妻
。
帥
喰
殺
之
Q
要

　
退
子
及
俊
王
弟
二
人
。
既
縛
而
旋
繹
。
蕪
與
皆
不
治
。

　
（
中
略
）
入
王
則
心
妻
其
立
幼
Q
自
退
出
善
後
Q
羅
病
不

　
出
。
帝
至
聖
次
。
一
不
往
來
云
々
鴬
欝
乎
彌
）
（
下
略
）

　
蔵
王
ご
は
帥
ち
阿
達
禮
に
し
て
薩
晴
廉
の
子
、
代
善
の

孫
、
時
に
頴
四
王
た
り
。
朝
鮮
人
が
頴
の
音
を
設
b
聞
て

俊
ご
爲
せ
る
な
ら
ん
。
小
罎
は
碩
託
の
醤
音
朝
鮮
語
の
習

ビ
し
て
、
名
詞
の
尾
に
イ
昔
を
副
ふ
る
な
h
、
碩
託
は
代

善
の
第
二
子
に
し
て
、
薩
吟
廉
の
兄
な
り
。
要
撃
は
帥
ち

岳
託
に
し
て
、
羅
洛
宏
は
黒
子
な
り
。
阿
達
禮
の
弟
二
人

ご
は
、
勒
克
徳
渾
、
杜
蘭
な
り
。
濫
費
に
其
の
馳
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
五
三
　
（
五
三
）



　
　
　
第
七
巷
　
研
究
　
活
朝
初
期
の
鎌
溺
問
羅

し
こ
ご
を
明
記
せ
ざ
れ
ざ
も
、
之
を
以
て
粛
親
王
に
給
し

た
り
ご
あ
れ
ば
連
坐
せ
し
に
疑
な
し
、
此
の
二
書
の
記
す

る
所
に
よ
り
て
、
此
時
猶
ほ
愚
策
衰
に
筆
立
の
資
格
あ
る

を
認
む
る
者
あ
り
し
こ
ご
を
知
る
べ
く
、
多
難
衰
は
後
に

娠
蚊
王
こ
し
て
、
灌
勢
薫
灼
せ
し
時
に
誇
り
、
復
た
此
際

の
事
情
を
暴
臼
し
て
、
其
の
世
祓
を
立
つ
る
の
意
を
明
ら

か
に
し
た
る
こ
ご
あ
り
。
結
實
無
二
順
治
二
年
＋
二

月
癸
卯
の
條
に
曰
く

　
癖
政
王
国
爾
衰
集
諸
王
貝
母
貝
子
公
大
臣
等
Q
遣
人
傳

　
語
口
。
今
観
諸
王
貝
勒
大
臣
、
墾
田
讃
媚
干
予
。
未
見

　
奪
崇
皇
上
者
。
予
量
器
容
此
。
昔
太
宗
升
逞
。
嗣
君
未

　
立
。
諸
王
貝
田
大
臣
等
。
牽
鵬
意
予
予
。
脆
請
予
郎
愈

　
位
っ
予
日
。
爾
等
若
如
過
言
」
予
審
自
刎
。
誓
死
不
為
Q

　
途
立
皇
上
。
以
此
危
疑
之
時
。
以
予
爲
君
。
予
術
不
可
。

　
今
乃
不
敬
盤
上
而
媚
予
。
予
男
能
容
。
自
今
以
後
。
可

　
悉
零
墨
．
有
監
忠
皇
上
者
Q
予
用
麗
麗
之
。
其
不
監
忠
。

　
不
敬
事
史
上
者
Q
錐
媚
予
。
予
不
穏
宥
也
Q
湖
蕪
鴻
緒
。

　
　
　
　
　
　
猿
　
｝
號
　
　
　
五
四
　
（
五
四
）

創
自
玉
樹
太
宗
。
三
聖
所
始
醜
業
。
聴
器
上
告
保
護
。

倹
皇
上
森
秋
鼎
盛
。
’
即
行
露
政
。
予
之
聲
名
。
量
溝
小

里
。
夫
太
宗
恩
育
予
躬
。
所
以
特
異
子
諸
子
国
者
。
蓋

郵
信
諸
子
之
成
立
。
惟
三
型
成
立
之
也
。
此
意
予
洞
知

之
。
安
知
爾
等
之
劇
毒
否
也
Q
其
所
以
不
立
面
親
王
者
。

非
望
一
人
意
也
。
諸
王
大
臣
皆
日
。
若
立
粛
王
。
我
等

倶
無
生
理
。
因
此
不
立
Q
乃
零
時
不
肯
議
立
。
而
今
後

市
恩
修
好
者
有
之
。
諸
王
艮
勒
皆
様
爲
然
。
惟
和
碩
徳

豫
親
王
多
士
不
答
、
軍
器
大
臣
問
日
。
衆
人
皆
言
。
惟

王
不
出
一
語
。
是
何
意
也
。
王
勲
章
未
喩
其
意
。
是
以

不
醤
。
大
臣
心
裡
此
言
啓
概
政
王
。
王
笑
而
言
臼
予

遣
心
妻
主
格
尼
毒
言
。
此
言
一
出
。
豫
親
王
必
黙
然
無

語
。
今
果
歯
肉
。
乃
有
如
此
之
好
人
耶
。
又
今
大
臣
往

悉
数
其
事
日
。
曝
書
家
有
呼
時
、
予
在
朝
門
り
坐
帳
房

中
。
英
王
豫
帆
掛
脆
子
予
前
。
謂
郎
奪
位
。
謂
爾
固
山

大
臣
盛
事
我
等
者
多
。
諸
親
戚
皆
親
言
之
。
此
言
豊
爲

有
耶
Q
當
爾
等
長
脆
時
。
予
端
坐
不
動
日
。
爾
等
若
如



　
此
。
予
煮
魚
一
死
指
導
。
曾
何
時
見
存
香
風
不
起
耶
。

　
英
王
工
専
誠
然
。
豫
親
王
復
学
。
師
請
鉾
位
早
言
有
之
。

　
爾
固
山
薦
望
我
等
之
語
。
未
之
有
也
。
大
臣
帥
以
此
言

　
入
告
琳
政
王
。
王
叉
禽
詰
之
日
。
汝
無
職
．
言
爲
無
。
昔
此

　
言
不
出
諸
二
王
。
而
實
出
諸
塾
風
。
汝
不
日
固
山
額
眞

　
阿
山
阿
布
泰
在
外
。
皆
欝
乎
等
親
窯
囑
塩
干
予
耶
。
豫

　
言
語
謝
意
罪
。
諸
王
貝
勒
大
臣
以
豫
王
難
封
。
子
理
不

　
協
。
欲
議
罪
Q
襯
政
王
塗
骨
在
在
前
。
且
予
之
誠
論
。

　
言
忌
命
自
省
。
非
欲
加
之
罪
。
免
之
。

多
量
衰
が
此
の
如
き
輿
望
を
負
ひ
な
が
ら
、
一
部
軍
人
、

太
宗
の
恩
顧
に
報
せ
ん
こ
す
る
者
あ
る
が
警
め
に
、
決
然

ご
し
て
姦
雄
を
棄
て
、
、
太
宗
の
子
に
譲
り
、
且
つ
之
を

保
護
し
て
成
立
に
至
ら
し
め
し
は
、
泰
伯
の
護
徳
に
、
懸

樋
の
労
相
を
蕪
ね
た
り
ご
歯
す
べ
く
、
其
の
奇
策
の
功
、

大
な
り
。
代
善
が
其
の
子
孫
の
言
に
惑
は
す
、
容
親
王
に

謀
り
て
大
義
親
を
滅
せ
し
も
、
含
量
な
り
。
顧
ふ
に
太
宗

は
満
洲
興
野
の
一
大
載
た
る
潮
汐
茸
山
の
役
に
、
最
も
勇

　
　
　
第
七
俸
　
　
研
　
究
　
　
清
朝
初
期
の
糠
嗣
問
題

武
を
見
は
し
、
代
善
も
其
の
弟
に
如
か
す
ε
の
戚
を
抱
き

た
る
程
な
れ
ば
、
軍
人
の
人
望
は
、
其
子
孫
に
も
及
び
、

且
つ
多
爾
衰
に
帯
し
て
は
、
議
論
恩
愉
し
て
、
縫
立
の
際

の
私
情
を
挾
む
形
鶏
な
か
り
し
か
ば
、
多
爾
衰
も
其
の
崩

後
に
於
て
之
を
寵
せ
し
者
な
ら
ん
。
か
く
満
洲
人
の
勢
親

に
篤
か
り
し
は
、
其
の
興
隆
の
一
因
こ
も
謂
ふ
べ
く
、
爲

め
に
紛
糾
せ
る
繊
嗣
問
題
も
、
笹
色
を
動
か
さ
す
し
て
決

せ
ら
れ
た
る
な
り
。
得
れ
満
洲
、
蒙
古
の
若
き
牢
開
民
族

の
習
慣
に
は
背
く
も
、
其
の
能
ぐ
習
慣
を
破
る
虞
、
實
に

興
隆
氣
象
の
有
す
る
庭
な
り
し
な
り
。
容
親
王
は
太
宗
の

崩
後
、
其
の
皇
后
、
印
ち
愚
痴
の
母
ご
通
せ
し
ご
の
説
あ

り
。
其
他
に
も
闊
門
に
於
て
詞
藻
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
、

繰
れ
言
開
民
族
の
英
雄
に
有
b
勝
の
事
な
れ
ば
、
深
く
餐

む
べ
か
ら
す
。
其
の
能
く
自
己
に
纒
続
せ
る
事
情
に
累
せ

ら
れ
す
し
て
、
清
朝
の
創
業
期
に
於
け
る
難
事
を
立
談
に

定
め
た
る
を
美
こ
す
べ
き
の
み
。

　
以
上
の
事
實
に
よ
り
て
考
ふ
る
に
、
清
朝
の
初
期
に
は

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　

五
五
（
五
五
）



　
　
　
第
七
巻
　
研
究
　
浩
朝
秘
期
の
綴
嗣
問
題

正
妻
、
特
に
最
後
の
正
妻
の
子
を
以
て
縫
嗣
ご
す
る
を
常

ε
す
れ
こ
も
、
創
業
時
代
の
事
情
に
嚇
せ
ら
れ
て
、
太
租

の
諸
子
中
、
軍
民
に
入
望
あ
る
者
が
立
つ
こ
ε
、
な
り
、

更
に
其
の
入
望
は
其
の
子
の
時
代
ま
で
、
勢
力
あ
り
し
こ

と
を
親
る
べ
く
、
蒙
古
入
が
遺
産
相
績
ご
汗
位
ざ
を
別
問

題
こ
し
て
考
へ
し
ざ
同
じ
か
ら
ざ
り
し
な
り
e

AA21vv
（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

藝
丈
第
三
年
三
三
三
、
拙
著
「
三
朝
姓
氏
考
」

一
三
は
恐
ら
く
百
戸
の
韓
託
せ
る
満
洲
語
に
し
て
、
満
洲

入
が
憾
に
少
チ
に
名
く
ろ
所
の
者
な
り
。
金
史
國
語
解
に

蒲
陽
…
撮
日
幼
子
、
こ
あ
る
も
、
同
語
な
り
。

寧
古
塔
は
邸
ち
満
洲
語
六
の
義
に
し
て
、
又
之
を
六
四
ミ

い
ふ
。
今
の
寧
古
塔
の
地
に
擬
す
る
は
謬
㍑
り
。

明
人
の
記
録
に
は
教
場
叉
は
叫
場
電
せ
り
。

明
入
の
記
録
に
は
、
塔
失
又
は
三
嘆
ε
せ
り
。

叉
鵬
晋
に
作
る
。
蒙
古
語
要
領
ミ
共
に
漢
語
今
入
よ
り
出

で
た
り
。

此
の
記
事
は
傳
妙
本
清
三
朝
實
録
に
出
で
た
れ
「
こ
も
、
乾

瓢
の
時
に
修
正
せ
ら
れ
た
る
無
謬
に
は
之
を
脇
去
せ
り
。

（
8
）

（
9
）

（
－
o
）

（
1
工
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

　
　
　
　
第
　
一
　
雛
州
　
　
　
王
山
ハ
　
（
幾
日
）

放
に
王
先
謙
の
東
華
録
に
も
載
せ
す
。
但
し
盛
京
崇
護
闇

に
糾
せ
ら
れ
し
満
蒙
漢
三
諦
太
蔵
實
観
戦
圖
に
は
、
爾
存

し
た
れ
ば
、
傳
製
本
の
方
、
厚
修
本
に
同
じ
き
を
知
る
べ

し
。
明
治
四
十
五
年
、
奉
天
引
庫
の
史
書
を
窮
籍
せ
し
時
、

實
録
戦
欄
を
影
照
せ
ん
ぐ
」
企
て
・
事
に
置
け
ら
れ
て
果
さ

“
り
し
は
か
へ
す
み
＼
も
慧
憾
な
り
。

太
宗
三
三
に
は
、
旧
名
が
偶
然
に
も
漢
語
の
皇
太
子
、
蒙

語
の
弓
台
考
ε
嗜
合
せ
り
ざ
て
、
其
の
大
回
に
上
る
べ
き

兆
な
る
こ
ぐ
し
を
設
け
り
。
原
ε
漢
語
よ
り
出
で
し
は
明
ら

か
な
り
。

阿
山
泰
は
太
禮
庶
妃
の
子
。

三
度
は
賭
燕
の
子
、
太
祀
の
長
孫
。

碩
託
は
代
善
の
子
。

豪
絡
は
太
宗
の
長
子
。

蒙
古
の
響
膏
。

墨
爾
根
は
蒙
古
語
賢
智
の
意
、
岱
青
は
蒙
古
の
爵
號
。

郎
ち
満
洲
な
の
。
當
時
實
は
満
州
の
國
號
な
し
。

藝
乱
撃
三
年
第
＋
一
號
、
「
清
靭
開
鷹
野
の
史
料
」
中
に
漢



文
蓉
櫨
S
あ
る
も
の
是
な
り
。

（
1
7
）
皇
天
後
記
、
虚
字
後
に
作
、
原
書
此
の
如
し
。

南
北
合
騰
條
件
に
つ
き
て文

學
博
士
三
浦

周
　
行

圏
　
合
禮
の
名
霧

　
元
中
九
年
（
北
朝
の
明
徳
三
年
）
に
成
立
し
た
南
北
朝
の

合
一
は
國
史
上
の
重
大
な
る
事
實
で
あ
る
が
、
當
時
若
し

く
は
當
時
を
去
る
こ
ご
鯨
b
遠
か
ら
ざ
る
時
の
北
朝
側
の

記
録
に
は
煽
普
通
、
南
方
御
和
睦
（
績
朝
寒
正
統
記
）
南
帝

御
早
急
（
鎌
倉
大
日
記
）
南
朝
御
和
睦
（
慮
永
記
）
な
ご
、
主

ε
し
て
南
朝
に
係
け
て
居
り
、
間
々
南
北
御
合
膿
（
大
乗

院
日
記
目
録
・
武
家
年
代
記
裏
書
）
爾
朝
一
統
（
亭
々
記
）
な

ご
、
雨
朝
に
係
け
、
又
君
臣
御
合
膿
（
後
鑑
に
引
い
て
居

る
義
戦
將
軍
記
・
績
明
徳
記
）
ご
南
朝
の
後
竈
山
天
皇
ご
足

　
　
　
第
七
巷
　
　
研
　
究
　
　
南
北
合
櫨
條
魯
に
就
き
て

利
義
満
ご
に
係
け
π
も
の
も
あ
る
。
元
來
南
朝
こ
い
ふ
の

は
吉
野
の
朝
廷
が
京
都
よ
り
南
に
回
る
が
爲
め
、
北
朝
側

か
ら
普
湿
、
南
方
若
し
く
は
南
山
ご
呼
ん
で
居
た
の
を
、

更
に
支
那
の
南
北
朝
に
擬
し
て
南
朝
こ
も
い
ひ
、
そ
れ
に

聡
し
て
京
都
の
朝
廷
を
北
朝
ご
申
し
た
も
の
で
あ
る
。
併

し
所
謂
南
朝
も
北
朝
も
互
に
正
統
の
君
ご
信
じ
て
居
ら
れ

他
を
排
し
て
儒
朝
ε
い
ひ
、
聖
主
こ
い
は
れ
て
居
陀
程
で

あ
る
か
ら
、
も
ε
よ
り
み
つ
か
ら
南
朝
ご
か
北
朝
ε
か
申

さ
る
べ
き
筈
は
な
く
、
當
時
他
の
贈
る
霧
島
を
用
み
る
も

の
に
絶
し
て
も
、
必
ず
不
快
の
戚
を
懐
か
れ
た
こ
ご
で
あ

ら
う
○
加
之
表
面
こ
そ
南
朝
の
御
岳
孚
の
形
勢
こ
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
五
七
　
（
五
七
）


